
山形市立高楯中学校いじめ防止基本方針

１．はじめに

いじめはどの子供にも起こりうる、どの子供も被害者にも加害者にもなりうるという事

実を踏まえ、児童の尊厳を保持することを目的に、教育委員会、学校、地域住民、家庭、

その他の機関及び関係者との連携のもと、いじめ問題の克服に向け、未然防止、早期発見、

早期対応・組織的対応等に全力で取り組むものとする。

（１）いじめの定義

いじめとは、「生徒に対して、当該生徒が在籍する学校に在籍している等当該生徒と一定

の人的関係にある他の生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを

通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じ

ているもの」をいう。 （いじめ防止対策基本法第２条より）

（２）基本姿勢

いじめは、いじめを受けた生徒の「教育を受ける権利」を著しく侵害し、その心身

の健全な成長と人格形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重

篤な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では全ての生徒がいじめを行わ

ず、また、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら、これを放置することが

ないよう、いじめの心身への影響やいじめに起因する諸問題に関する生徒の理解を深

めることを旨として、いじめ防止のための対策を行う。

いじめやいじめに発展することの発生が判明したときは、事実を積極的に受け止めて、丁

寧な調査を行い、すみやかに下記の「解消」に向けて対応と指導にあたる。

・けんかやふざけ合いであっても、背景にある事情について調べ、児童生徒の感じる被害

性に着目し、いじめに該当するか否かを判断する

・好意から行った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまう

場合もあり得るため児童生徒の感じる内容を十分踏まえて対応にあたる。

いじめの解消

①いじめに係る行為が止んでいる

被害生徒に対する心理的行為または物理的影響を与える行為が止んでいるこ

とが少なくとも３ヶ月以上止んでいること。

②被害生徒が該当行為による心身の苦痛を感じていないこと

被害生徒および保護者により確認する。

※必要に応じて専門機関により確認する。

２．いじめ防止のための取り組み

（１）教職員による指導について

① 「いのちの教育」を充実させ、日常的にいじめの問題や命の大切さについて触れ

ていくことで、「いじめは人間として絶対に許されない」との雰囲気を学校全体に

醸成していく。

② 常日頃から、学級活動や道徳、教科の授業を通して、生徒と教職員がいじめとは

何かについて具体的な事例を挙げて話し合う機会を設ける。また、そうした学習の

成果を学級通信等で保護者にも伝え、認識を共有できるようにする。



③ 生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情と共感性を育む教育活動を推進する

ために、学校の教育活動全体の質を高め、生徒一人一人が学校生活の中に充実感や

達成感を味わうことができるよう、授業や学校行事等における工夫を図っていく。

④ 教職員は常に生徒の活動の場におり、日常的に生徒の見守りを行うとともに、生

徒が示す小さな変化や信号を見逃さない。

⑤ いじめの態様や特質、原因・背景、具体的な指導上の留意点について、校内研修

や職員会議で周知し、平素から教職員全員の共通理解と対応のスキルアップを図る。

⑥ 生活アンケートや二者面談、ＱＵ調査等を教育課程に位置づけ、全校体制で対応

していく。

（２）生徒につけたい力とその取り組み

① 生徒につけたい力

ア）相手の立場に立って、他人の気持ちを共感的に理解できる豊かな情操。

イ）自他をかけがえのない存在として認め、お互いの命や人格を尊重する態度。

ウ）誠実かつ丁寧に他者とコミュニケーションをとる力。

（意見や生活習慣等の相違があっても、互いを認め合いながら建設的に調整し、

解決する力や、自分の言動が相手や周りに与える影響を判断して行動する力）

エ）ストレスに適切に対処するために、必要な時に他に助けを求める力。

（ストレスを感じても、それを一方的に他人にぶつけるのではなく、運動・スポ

ーツや読書などで解消したり、誰かに相談したりするなど、比較的ストレスを

感じなくてすむ場所や人を大切にする）

オ）学校の教育活動が充実することによる、自己有用感や自己肯定感を高める。

② 具体的な取り組み

ア）教育活動全体を通じて道徳や人権を重視すると共に、読書活動や体験活動など、

心を耕す教育を推進する。

イ）できる限り一人一人に配慮した分かりやすい授業づくりを推進する。

ウ）一人一人が活躍できるような学年、学級、部活動の集団をつくる。

エ）ボランティア活動や社会参画活動の充実、委員会や係活動の確実な遂行等によ

り、他者の役に立っていると感じ取ることができるようにする。

オ）寂しい思いをする生徒が一人もいない学校にするため、生徒会の自治的活動を

重視し、現状を改善するために主体的に取り組むことができるようにする。

（３）いじめ防止のための組織

① いじめ防止等に関する措置を実効的に行うため、下記の関係者からなる「いじ

め防止対策委員会」を設置する。（いじめ防止対策基本法第２２条より）

ア）校内職員：校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、各学年主任、養護教諭、

教育相談担当、県ＳＣ、市教育相談員

イ）校外関係者：ＰＴＡ代表、学校評議員、学校医、児童相談所

（校外関係者は必要に応じて会議などに参加する）

② 当該組織は学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中核となる役割

を担い、下記の具体的取り組みを行う。

ア）学校基本方針に基づく取り組みの実施や具体的な計画の作成、実行、検証、修

正を行う。



イ）いじめの相談・通報の窓口としての対応を行う。

ウ）いじめや問題行動の情報収集と記録、他の教職員への情報提供を行う。

エ）問題発生時に緊急会議を開催し、情報の収集と共有化、事実確認のための事情

聴取、指導・支援体制の確認、対応方針と具体的対応など、組織的な対応を協議

・決定する。

３．いじめの早期発見のための措置（年間計画は別紙）

（１）生活アンケート調査等の実施

いじめの早期発見のために、以下の定期的な調査を実施する。

① 生徒・保護者対象「全県アンケート調査」 年２回

② 生徒対象「学校生活アンケート調査」 年２回

③ 生徒対象「困りごと相談アンケート調査」 年３回

④ 保護者対象「生活アンケート調査」 年２回

⑤ Ｑ－Ｕの実施 年２回

⑥ 生活評価アンケート（学校評価含む） 年１回

（２）教育相談面談の実施

生徒と保護者がいじめに係る相談ができるように面談活動を実施する

① 二者面談の実施（生徒と学級担任） 年２回

② 三者面談の実施（生徒・保護者・担任） 年１回（１２月）

③ 教育相談員による面談 県ＳＣ

市教育相談員

④ 希望面談 ※希望により本校職員と面談ができるような配慮をしている。

（３）教育相談委員会の開催（原則隔週金曜日に実施）

校長、教頭、教務主任、各学年主任、教育相談担当、養護教諭による教育相談委員

会を開催し、生徒の状況等についての情報交換と対応策を実施する。

（４）特別支援教育研修会の実施

いじめの発生を特別支援教育の視点から検証し、いじめ防止に努める。

（５）インターネット等を通じて行われるいじめに関する対策

ネットにつながる端末を通じたいじめやトラブルが増加していることを踏まえ、必

要な啓発活動として生徒や保護者を対象とした情報モラル研修会等を関係機関やＰＴ

Ａ等と連携して実施する。

４．いじめに対する措置（早期対応・組織的対応）

（１）迅速な事実確認と報告・相談

① いじめを発見、通報を受けた場合は速やかに組織的な対応を行う。

② いじめと疑われる行為を発見した場合は、その場でその行為を止め、事実確認を

行い、適切な指導を行う。軽微な事案であっても関係する職員に報告し、事後の指

導を継続する。

③ 生徒や保護者から、いじめについての相談や訴えがあった場合は、真摯に受け止

め、丁寧に聞き取りを行うとともに、いじめの疑いがある場合は早い段階から組織

的に丁寧に調べ、対応にあたる。その際生徒と保護者の安全確保に努める。他の生



徒や保護者から情報が寄せられた場合も同様とする。

④ 校長はいじめの事案が教育上の指導だけでは十分に効果が認められないと判断し

た場合は、関係機関と相談の上適切に対処する。

（２）組織的な対応

いじめの発見や通報を受けた教職員は躊躇なく、校内の「いじめ防止対策委員会」

に報告し組織的対応を図る。その後は、当該組織が中心となり、速やかに関係生徒か

ら事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。事実確認の結果は、

校長が責任を持って学校の設置者に報告するとともに、被害・加害生徒の保護者にも

連絡し事後の対応に当たる。

（３）被害生徒とその保護者に対する対応

① いじめられた生徒から事実関係の聴取を行う。その際、自尊感情に留意するとと

もに、生徒の個人情報の取扱い等生徒のプライバシーには十分に留意して以後の対

応を行う。

② 家庭訪問等により、その日のうちに迅速に保護者へ事実関係を伝える。いじめら

れた生徒や保護者に対し徹底して守り通すことや秘密を守ることを伝え、できる限

り不安を除去するとともに、事態の状況に応じて、複数の教職員の協力の下、組織

的に当該生徒の見守りを行う等、いじめられた生徒の安全を確保する。

③ いじめられた生徒にとって信頼できる人（親しい友人や教職員、家族、地域の人

等）と連携し、いじめられた生徒に寄り添い支える体制をつくる。いじめられた生

徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、必要に応じていじめ

た生徒を別室において指導する等、いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられ

る環境の確保を図る。状況に応じて、市教育相談員や県ＳＣ、心理や福祉等の専門

家、教員経験者等の協力を得る。

④ いじめの解消については、少なくても次の２点の要件を満たす必要がある。

ア）「いじめに係る行為が止んでいること」

被害者に対する心理的行為または物理的行為を与える行為が止んでいることが

相当の期間継続していること（少なくとも３ヶ月以上）

イ）「被害生徒が該当行為による心身の苦痛を感じていないこと」

被害生徒本人及びその保護者により確認する。

※必要に応じて専門機関により確認する。

⑤ いじめが解決・解消したと思われる場合でも、継続して十分な注意を払い、折り

に触れ必要な支援を行う。また、事実確認のための聴き取りやアンケート等により

判明した情報を適切に提供する。

（４）加害生徒とその保護者に対する対応

① 教育的配慮の下、毅然とした態度で加害生徒を指導する。その際、謝罪や責任を

形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、生徒の人格の成長に

主眼を置いた指導を行う。

② いじめたとされる生徒からも事実関係の聴取を行い、いじめがあったことが確認

された場合は複数の教職員が連携し、組織的にいじめをやめさせその再発を防止す

る。また、事実関係の聴取後は迅速に保護者に連絡し、事実に対する保護者の理解

や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の対応を適切に行えるよう保護者の



協力を求めるとともに、保護者に対する継続的なを助言を行う。

③ いじめた生徒への指導に当たっては、いじめは人格を傷つけ、生命、身体又は財

産を脅かす行為であることを理解させ、自らの行為の責任を自覚させる。なお、い

じめた生徒が抱える問題など、加害者となった背景にも目を向け、当該生徒の安心

・安全・健全な人格の発達に配慮する。また、生徒の個人情報の取扱い等、プライ

バシーには十分に留意して以後の対応を行っていく。いじめの状況に応じて、心理

的な孤立感・疎外感を与えないよう一定の教育的配慮の下、特別の指導計画による

指導のほか、警察との連携による措置も含め、毅然とした対応をする。

④ 教育上必要があると認めるときは、学校教育法第１１条の規定に基づき、適切に

生徒に対する懲戒を加えることも検討する。ただし、いじめには様々な要因がある

ことを鑑み、懲戒を加える際には、主観的な感情に任せて一方的に行うのではなく、

教育的配慮に十分に留意し、いじめた生徒が自ら行為の悪質性を理解し、健全な人

間関係を育むことができるよう成長を促す目的で行う。また、状況に応じて出席停

止制度の活用については山形市教育委員会と協議する。

（５）全校生徒（集団）への働きかけ

① いじめを傍観していた生徒に対しても、いじめは自分自身の問題として捉えさせ

る。たとえ、いじめを止めさせることはできなくても、誰かに知らせる勇気を持つ

よう伝える。傍観はいじめに加担する行為であることを理解させる。なお、生徒会

で取り上げ学校全体で話し合うなどして、いじめは絶対に許されない行為であり、

根絶しようとする意識と態度が学校全体に行き渡るように指導する。

② いじめの解決とは、加害生徒による被害生徒に対する謝罪のみで終わるものでは

なく、被害生徒と加害生徒を始めとする他の生徒との関係の修復を経て、双方の当

事者や周りの者全員を含む集団が好ましい集団活動を取り戻し、新たな活動に踏み

出すことであることを指導する。また、全ての生徒が、集団の一員として互いを尊

重し、認め合う人間関係を構築できるような集団づくりに努める。

③ 特に配慮が必要な生徒については、日常的にその特性を踏まえた適切な支援・指

導を組織的に行い、該当生徒の特性について教職員・生徒の理解をはかる。

・発達障がいを含む、障がいのある生徒

・海外から帰国した生徒や外国人の生徒

・性同一性障がいや性的指向・性自認に係る生徒

・被災生徒 等

（６）インターネット上でのいじめへの対応について

① ネット上の不適切な書き込み等について

被害の拡大を避けるため、直ちに削除する措置をとる。名誉毀損やプライバシー侵

害等があった場合、プロバイダに対して速やかに削除を求めるなど必要な措置を講じ

る。こうした措置をとるに当たり、必要に応じて法務局又は地方法務局の協力を求め

る。なお、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直

ちに山形警察署に通報し、適切に援助を求める。

② スマホ・携帯等インターネット上のいじめ未然防止と適切な対応について次の３

つの点について教育計画のなかに明確に位置づけて取り組む。

ア）実態を知る指導



イ）未然防止についての指導

ウ）早期発見・早期対応のための対策

５．重大事態への対処

（１）調査組織の設置と調査の実施 （いじめ防止対策基本法第２８条①）

いじめにより、下記のような重大事態と想定される事態が発生した場合、問題への

対処、発生防下記の第三者による調査組織を設け、重大事案に係る事実関係を明確に

するための調査を実施し、対応にあたる。

① 重大事案と想定されるケース

ア）児童が自殺を図った場合

イ）身体に重大な傷害を負った場合

ウ）金品等に多大な被害を被ったと認められる場合

エ）精神性の疾患を発症し通常の登校ができなくなった場合等

② 組織の構成

校内におけるいじめ防止のための組織を母体としつつ、村山教育事務所「いじめ

解決支援チーム」の支援・協力を得る。具体的な調査組織の構成員については山形

市教育委員会と相談する。

（２）校内の連絡・報告体制

問題行動発生 ◆被害者、加害者、目撃者、発見者

◆生徒指導主事、学級担任、学年主任へ報告

◆教頭、校長への報告 報告 ◆市教委、警察 等

※ 以下必要に応じて適宜報告等を行う。

緊急対応会議１（生徒や保護者への直接的な対応を行う前に）

第一次対応（事実確認等）

緊急対応会議２（指導方針の検討と決定、指導体制の確立 等）

第二次対応（解決への指導・支援、人間関係の回復）

対応会議３

市教委 専門機関の指導

対応会議４

（３）重大事態の報告

当該調査に係る重大事態の事実関係その他の必要な情報等については、早急に山形

市教育委員会を通じて山形市長へ報告する。

（４）外部機関との連携等

重大事案に係る事実関係の調査、及び事後対応、発生防止等については、必要に応



じ山形市教育委員会、山形警察署、児童相談所、村山教育事務所の「いじめ解決支援

チーム」と連携を図りながら進めていく。

６．教育相談体制・生徒指導体制

（１）教育相談体制と活動計画

① 教育相談担当を中心に、養護教諭、市教育相談員、県ＳＣ等を含む全ての教職員

の連携により、教育相談体制を機能させる。

② 「いじめアンケート（県）」（２回）「学校生活アンケート」（２回）、「困り事相談

アンケート」（２回）を年間計画に明確に位置づけ、それを受けた個別面談等を

通し、未然防止、早期発見、早期対応に努める。

（２）生徒指導体制と活動計画

① 個々の生徒への理解を深め、個性を尊重し、共感的態度で内面に迫りながら自己

決定を援助するという指導姿勢を大切にする。

③ 学級活動・生徒会活動・部活動等の充実を図るとともに、生徒集団の自治意識を

高める。

７．校内研修

（１）いじめの理解、組織的な対応、指導記録の生かし方等に関する研修計画

① いじめに係る研修を年間計画に位置づけ、生徒指導上の諸問題等に関する校内

教職員の共通認識を図る。

② 「道徳」の充実、「生徒指導の三機能が内在する教科指導・学級経営」について

研修を通して意識を高めいじめの問題の未然防止に努める。

８．学校評価

（１）いじめの問題への対応と評価の基本的な考え方

学校評価において、その目的を踏まえて、いじめに関連したことを取り扱う。この

際、いじめの有無やその多寡のみを評価するのではなく、生徒や地域の状況を十分踏

まえた目標の設定や、目標に対する具体的な取組状況や達成状況を評価できるよう工

夫する。また、評価結果を踏まえてその改善に取り組んでいく。

（２）地域や家庭との連携

ＰＴＡ総会において、いじめに係る学校基本方針やその取組み、学校評価の結果等

についてお知らせし、いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭や地域と

の緊密な連携協力を図る。

（３）校内におけるいじめの防止等に対するＰＤＣＡサイクル

① いじめ防止のための組織が策定した長・短期計画に基づき、常に組織的な対応に

よる、いじめの問題の未然防止、早期発見、早期対応の取組を徹底し、その都度取

組状況を児童の視点で客観的に振り返り改善を図っていく。

② 職員会議等において、いじめの問題への対応について成果と課題を確認しながら

改善の方策を明確にし、全教職員で共通理解を図る



９．その他

（１）社会参画活動、縦割り活動による自己有用感、自己肯定感の育成

１・２年合同の地域探訪や１人暮らしの高齢者への訪問、３年の福祉施設訪問、部

活動の地域行事等への参加等を通し、生徒の自己有用感、自己肯定感を育成する。

（２教職員とこどもが向き合う機会を増やすために

教職員が生徒と向き合い、いじめの防止等に適切に取り組んでいくことができるよ

うにするため、校務分掌を適正化、校務の効率化を図ってゆとりの創出に努める。

（平成３０年３月５日 改定）


